
写真例

写真について
助成金のお支払いには購入した物品の確認が必要です。確認は書面で行いますので、購入物品に

ついては必ず写真を撮影してください。

撮っていただいた写真は、事業完了後に実績報告書類として提出していただきます。

・購入物品を机上等に並べて、買ったものすべてが確認できるような写真を撮ってください。

（購入物品のうち一部のみ撮影したものは認められません。）

・１枚に入りきらない場合は複数枚に分けて撮影しても構いません。

写真の説明:各戸配布したマスク（40箱）

写真の説明:感染防止対策のため購入した消毒液6本とタブレット端末2台


